
国はデジタル化を推進していくため、自治体の情報システムの標準化を法律で定めました。
このことにより、平取町でも軽自動車税、住民税、固定資産税、国民健康保険税の４税を

まとめて納めていただく「集合主税方式」から、全国標準である「単税徴収方式（税目毎に
納める）」に変更されます。
これにより、令和８年度から町税の納め方が変わりますのでお知らせします。

１月12月11月10月９月８月７月納付回数通知日税 目

７期６期５期４期３期２期１期７回7月

軽自動車税
住 民 税
固定資産税
国民健康保険税

12月11月10月９月８月７月６月５月納付回数通知日税 目

全期１回5月軽自動車税

６期５期４期３期２期１期６回7月住 民 税

６期５期４期３期２期１期６回7月固定資産税

６期５期４期３期２期１期６回7月国民健康保険税

令和７年度（今年度）まで

令和８年度（来年度）から

Q 単税徴収方式になると、どう変わる？

税目ごとに納付書が届くため、各税の課税内容（額）がわかりやすくなります。
口座振替を各税目ごとに設定することができるようになります。
軽自動車税は、車輌ごとに１通ずつ発行となり、納付書に納付済印があれば継続検査用の納
税証明書としてご利用になれます。
※納付回数は変わりますが、一年間に納める税額は変わりません。

Q 口座振替は登録し直しが必要ですか？

現在、口座振替で納付されている方は改めて手続きをする必要はありません。
※下記の方は手続きが必要となります。
①税目ごとに別の口座から引き落としをしたい方
②令和８年２月１日以降に口座振替に切り替えたい方

お問い合せ 税務課 課税係・納税係 ℡ 01457-2-2224

「集合徴収方式」（４税まとめて納める集合主税）

「単税徴収方式」（税目ごとに納める）

重要なお知らせ

町税の納め方が変わります！
※年金や給与から天引きされている方の変更はありません

令和８年度から
平取町公式キャラクター

「ビラッキー」



月　日 曜 会　　場 対象地区 申告相談内容

2月9日 月 平取町役場２階会議室 9:00 ～ 16:00 本町地区 農業所得等・消費税

10日 火

12日 木

13日 金

16日 月 紫雲古津

17日 火 紫雲古津・去場

18日 水 荷菜

19日 木 川向・本町

20日 金 本町・小平

24日 火 二風谷・荷負

25日 水 貫気別地区 農業所得等・消費税

26日 木 貫気別地区 営業・不動産・一般所得

27日 金 貫気別

3月2日 月 旭・芽生

3日 火 振内地区 農業所得等・消費税

4日 水 振内地区 営業・不動産・一般所得

5日 木 長知内・幌毛志

6日 金 振内町

9日 月 岩知志・豊糠・仁世宇

10日 火

11日 水

12日 木

13日 金

16日 月

全 般

▷ 申告に必要なもの：マイナンバー（個人番号）カード又はマイナンバーが確認できる書類（※１）と身元が
確認できる書類（※２）、利用者識別番号（※３）、給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、令和
７年中に支払った生命保険料・地震保険料の控除証明書、社会保険料（国民年金保険料など)の支払証明書又
は領収書、所得税の還付が生じた場合に振込先が確認できるもの、「確定申告のお知らせ」はがき（対象者の
み）、医療費控除を受ける方は、医療費通知、医療費控除の明細書。
※１　マイナンバーが確認できる書類…マイナンバーの通知カード又はマイナンバーが記載された住民票。
    （申告者の他に配偶者控除、扶養親族控除、障害者控除、専従者控除がある場合は、該当する方全員）
※２　身元が確認できる書類…運転免許証、公的医療保険の被保険者証など。（申告者のみ）
※３　利用者識別番号…電子申告をする際に使用する16桁の番号で、苫小牧税務署より通知されます。
    （住民税申告の方には通知されていません）

①２月１６日以降は大変混雑しますので、事業所得者以外で医療費控除や住宅借入金等特別控除の特例等を受
けられる方は、２月１０日～１３日のいずれかの期間に役場で申告されることをお勧めします。
　なお、医療費控除を受ける場合は、医療保険者が発行する医療費通知を持参いただくか、ご自身で、医療
を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費の領収書を整理計算のうえ持参願います。申告時に整理を終えて
いない場合は、整理いただいた後に受付いたします。
②給与所得者で年末調整されていない方、２ヶ所以上から給与を受け、合算して年末調整されていない方、勤
務先で年末調整していても他に所得がある方、また、勤務先に提出した年末調整申告書の内容に誤りがある場
合は、確定申告が必要です。
③土地・建物などの資産を売却した場合は譲渡所得となり、確定申告が必要になりますので、必要書類を持参
のうえ、申告期限までに申告してください。
 ○譲渡所得の申告に必要なもの
　・売却価格が分かるもの（売買契約書）、売却経費が分かるもの（領収書）、売却した資産について取得
　　した時の価格が分かるもの
　・国・道・町などの収用（買取り）や農地等で特別控除に該当する場合は、証明書
　・庭木や工作物などの移転補償（一時所得）の場合は、移転経費の領収書
　　※国・道・町の収用（買取り）の場合も申告が必要です。
④所得税の確定申告が不要の方であっても、所得（課税）証明書が必要な場合、各種保険税（料）等の算出が
必要な場合は住民税申告が必要です。

振内町民センター 9:00 ～ 16:00

農業 ・ 営業 所得

ふれあいセンターびらとり 9:00 ～ 16:00 全町

平取町役場２階会議室 9:00 ～ 16:00
一 般 所 得
農業 ・ 営業 所得
不 動 産

貫気別生活館 9:00 ～ 16:00

農 業 所 得

所得税（住民税）・消費税の申告相談を実施します

☆日程表

時　　間

平取町役場２階会議室 9:00 ～ 16:00
 全町（医療費控除や住宅借
入金等特別控除などの還付申
告を含む）

所得 税 還付 申告
給与の合算申告等
住 民 税 申 告



インフルエンザ・新型コロナウイルス 
                 予防接種について 

 

令和7年度のインフルエンザ及び新型コロナウイルス予防接種費用の助成についてお知らせします。 

 

＜費用助成内容＞ 

助成対象者 

インフルエンザ 新型コロナウイルス 

自己負担額 助成回数 自己負担額 助成回数 

接種日現在  

生後６か月以上～中学３年生の方 無料 

最大２回 

※ただし、経鼻弱毒

生ワクチンは１回 
無料 

1回 

※ただし、5歳

未満の初回接種

は最大3回ま

で 

生活保護受給者 

1回 

令和7年度内に65歳以上になる方 

※昭和36年4月 1日以前に生ま

れた方 1,000円 5,000円 

令和7年度内に60～64歳になる

方で対象※となる方。 

※慢性高度心疾患・腎・呼吸器不全で身体障害者手帳１級相当の方（助成を受ける場合には、身体障害者

手帳の提示が必要となります。） 

 

令和７年１０月１日～令和８年３月３１日 

 

＜平取町内医療機関での接種について＞ 

①平取町国民健康保険病院 ☎２－２２０１（予約先） ※完全予約制 

 インフルエンザ 新型コロナウイルス 

予約受付 随時 

接種日 
1月８日(木)・2２日(木) 

15時１５分 

1月20日(火) 

15時１５分 

接種料金 

(費用助成前) 

3,300円 

※経鼻弱毒生ワクチンの接種は実施いたし

ません。 

16,500円 

※窓口で助成が適用された額を支払います。全額助成の場合は、窓口での負担はありま

せん。接種費用は、上記＜費用助成内容＞にてご確認ください。 

その他 
インフルエンザ、新型コロナウイルスワクチンの同時接種はできません。 

定期通院の方は、診察時に接種することもできますので、直接病院へご相談ください。 

※２月の接種については、1/30発行のまちだよりや町ホームページ等でお知らせします。 

 

裏面もご覧ください 

対象となる期間 



②平取町振内国民健康保険診療所 ☎３－３００４ 

 インフルエンザ 新型コロナウイルス 

予約受付 

予約不要 

※ただし12歳未満で新型コロナウイルスワクチンの接種を希望する方は事前にお問い合わせ

をお願いします。 

接種日 
月～金曜日 9：00～12：00／14：00～17：00 

（第2・4木曜日は午前のみ）※診療時間内に個別で接種します 

接種料金 

(費用助成前) 

不活化ワクチン(注射)：３，３００円 

※経鼻弱毒生ワクチンの接種は 12 月

で終了しました。 

１６，５００円 

※窓口で助成が適用された額を支払います。全額助成の場合は、窓口での負担はありま

せん。接種費用は、上記＜費用助成内容＞にてご確認ください。 

その他 インフルエンザ、新型コロナウイルスワクチンの同時接種が可能です。 

☆経鼻弱毒生インフルエンザワクチンについて☆ 

令和７年度より、町内医療機関での接種ができるようになりました。両鼻にスプレーす

るタイプのワクチンで、１回で完了します。注射針を刺さないため、注射が苦手なお子

さんでもストレス少なく接種できるメリットがあります。 

※現在平取町内の医療機関では実施しておりません。 

助成対象者：2歳以上～中学3年生の方（町内・町外医療機関ともに助成の対象となります。） 

助 成 金 額：全額助成（期間内１回のみ） 

 

＜平取町外の医療機関で接種した場合の助成の手続きについて＞ 

平取町外の医療機関で接種した予防接種の費用も助成の対象となります。助成を受けるには申請が必要

です。以下の持ち物をご持参の上、ふれあいセンターびらとり（1F事務所）保健推進係または両支所に

て申請をお願いします。助成内容や接種期間は、町内医療機関で接種した場合と同様です。 

 

 

 

□予診票の控え（コピー）もしくは接種済証 □助成金振込先の通帳 

□インフルエンザまたは新型コロナワクチン予防接種の料金が記載されている領収書（原本） 

□印鑑 

□身体障害者手帳（当該者のみ） 

※すべて揃えていなければ申請できませんので、ご注意ください。 

 

 

申請期限：令和８年３月３１日 
 

持ち物 

＜問い合わせ先＞ 保健福祉課保健推進係 4-6112 

 








